
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

三
七
上

二
二

四
一
〃

七


港
湾
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
二
十

五
号
）

港
湾
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

四
一
上
一
一
〜
一
二
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
管
理
及
び

再
生
の
円
滑
化
等

を
図
る
た
め
の
建

物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
管
理
及
び

再
生
の
円
滑
化
等

を
図
る
た
め
の
建

物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
四
十
七

号
）

と
な
っ
た
。

一
一
六
上
一
四
〜
一
五
食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
九
号
）

と
な
っ
た
。

終
り
か
ら

一
四
九
上
一
六
〜
一
四

一
五
三
下
一
九
〜
二
一


日
本
国
の
自
衛

隊
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
の

軍
隊
と
の
間
に

お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化

に
関
す
る
日
本

国
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の

実
施
に
関
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
二
十

六
号
）

日
本
国
の
自
衛

隊
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
の

軍
隊
と
の
間
に

お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化

に
関
す
る
日
本

国
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の

実
施
に
関
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

一
五
三
下
二
二
〜
二
三
港
湾
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律

第

号
）

港
湾
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律

第
二
十
五
号
）

と
な
っ
た
。終

り
か
ら

一
九
九
下
二
〜
一
食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
九
号
）

と
な
っ
た
。

一
一
下
二
〇
〜
二
一
情
報
通
信
技
術
の

進
展
等
に
対
応
す

る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号

情
報
通
信
技
術
の

進
展
等
に
対
応
す

る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

三
十
九
号

と
な
っ
た
。

三
二
下
七
〜
八
公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第

号
）

公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
六

十
八
号
）

と
な
っ
た
。

一
五
下
一
三
〜
一
四
重
要
電
子
計
算
機

に
対
す
る
不
正
な

行
為
に
よ
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法

律
第

号

重
要
電
子
計
算
機

に
対
す
る
不
正
な

行
為
に
よ
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法

律
第
四
十
三
号

と
な
っ
た
。

四
九
下
一
六
〜
一
七
円
滑
な
事
業
再
生

を
図
る
た
め
の
事

業
者
の
金
融
機
関

等
に
対
す
る
債
務

の
調
整
の
手
続
等

に
関
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

円
滑
な
事
業
再
生

を
図
る
た
め
の
事

業
者
の
金
融
機
関

等
に
対
す
る
債
務

の
調
整
の
手
続
等

に
関
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
七
号
）

と
な
っ
た
。

内
閣
官
房
官
報
報
告
主
任

令和年月日 金曜日 第号官 報

取
消
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
掲
載
の
当
社
の
準
備
金
の
額

の
減
少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
一
八
号

株
式
会
社
保
険
見
直
し
本
舗
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

臼
井

朋
貴

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
法

律
第
七
号
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年
四
月
二
十
三

日
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

と
、
同
年
五
月
三
十
日
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及

び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ

り
同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
法
律
第

十
三
号
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年

六
月
十
八
日
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
政
令
第

百
十
九
号
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町

村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
は
、
同
年

四
月
二
十
三
日
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約

国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力

の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

と
、
同
年
四
月
二
十
三
日
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
政
令
第

百
二
十
七
号
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
は
、
同
年
六
月
十
八
日
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
四
月
二
十
三
日
（
号
外
第
九
十
一
号
）
公
布
法
律

第
二
十
六
号
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国

の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の

円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の

間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
は
、
同
年
五
月
二
十
三

日
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
四
月
二
十
五
日
（
号
外
第
九
十
三
号
）
公
布
法
律

第
二
十
九
号
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

は
、
同
年
六
月
十
八
日
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教

育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
五
月
十
四
日
（
号
外
第
百
六
号
）
公
布
法
律
第
三

十
号
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年
五
月
二

十
三
日
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る

被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
六
月
六
日
（
号
外
第
百
二
十
五
号
）
公
布
法
律
第

五
十
七
号
譲
渡
担
保
契
約
及
び
所
有
権
留
保
契
約
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
は
、
同
年
六
月
十
三
日
円
滑
な
事
業
再
生
を
図
る
た
め

の
事
業
者
の
金
融
機
関
等
に
対
す
る
債
務
の
調
整
の
手
続

等
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
の
う
ち
四
千
七
百
六
十
万

口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優

先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和

七
年
九
月
二
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
円
減
少
し
、
優

先
出
資
二
億
口
を
一
口
に
つ
き
金
一
円
を
も
っ
て
有
償
消

却
し
、
消
却
に
要
す
る
金
額
を
金
二
億
円
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
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令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
七
番
五
号

Ｇ
Ｌ

Ｊ
Ｒ
Ｅ

Ｅ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
千
七
百
六
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
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令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
基
金
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
七
月
一
日
解
散
の
認
可
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
七
月
二
十

五
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

千
葉
県
市
川
市
行
徳
駅
前
三
丁
目
九
番
一
九
号
三

〇
六
号
室

日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

清
算
人

別
所

靖
明



Rectangle

Rectangle
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正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
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誤
り
）

九
九
上

一
四
前
二
項

前
項

（
印
刷
誤
り
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か
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下

一
五
イ

イ

（
原
稿
誤
り
）

二
六
四

二
雇
用
保
険
施
行
規

則

雇
用
保
険
法
施
行

規
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令和年月日 水曜日 第号官 報
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
億
六
千
五
十
九
万
九

千
四
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.m
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.co
m

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
二
四
番
二
一
号
三
和
ビ
ル

五
階

エ
ム
・
セ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

李

正

吉

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
千
百
十
七
万
八
千
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
金
千
百
七
十
五
万
八
千
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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a
n
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令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
〇
番
八
号

株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｏ

代
表
取
締
役

柿
内
奈
緒
美

取
得
条
項
付
新
株
予
約
権
の
一
部
の
取
得
及
び
取
得
日
の

通
知
公
告

当
社
は
、
左
記
の
と
お
り
、
当
社
の
取
得
条
項
付
新
株

予
約
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

記

一
、
取
得
す
る
取
得
条
項
付
新
株
予
約
権

令
和
七
年
三

月
末
日
に
お
い
て
当
社
及
び
当
社
の
子
会
社
の
役
員
、

執
行
役
員
、
顧
問
、
従
業
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

地
位
に
な
い
者
が
保
有
す
る
第
一
回
新
株
予
約
権
三
十

五
個
、
第
二
回
新
株
予
約
権
八
十
個
、
第
四
回
新
株
予

約
権
百
五
個
、
第
六
回
新
株
予
約
権
八
十
六
個
、
第
八

回
新
株
予
約
権
四
十
五
個
、
並
び
に
第
九
回
新
株
予
約

権
六
個

二
、
取
得
の
日

令
和
七
年
五
月
十
三
日

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
一
丁
目
一
〇
番
九
号

セ
ル
ア
ク
シ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

関

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
八
十
九
億
七
千
三
百

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

Ｈ
Ｕ
Ｐ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

三
品

貴
仙

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
一
億
八
千
二
百
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ジ
ャ
パ
ン
・
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
・
デ
ベ
ロ
ッ
プ

メ
ン
ト
１
特
定
目
的
会
社取

締
役

三
品

貴
仙

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
お
よ
び
ブ
レ
ク
ス
プ
ロ
ダ
ク
ツ
株
式
会
社
は
令
和

七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
よ
り
企
業
年
金

制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係

る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目
一
八
番
一
号

ブ
レ
ク
ス
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

宇
野
澤
久
司

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

一
般
社
団
法
人
日
本
経
営
協
会
は
令
和
七
年
四
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し

た
の
で
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
一
番
一
一
号

一
般
社
団
法
人
日
本
経
営
協
会

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

山
田

剛
央

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
十
一
日
掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少
公

告
中
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額
「
四
億
八
千
六
百
五
万
三

千
六
百
四
十
円
」
と
あ
る
は
「
二
億
四
千
三
百
二
万
六
千

八
百
二
十
円
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

東
京
都
中
央
区
入
船
二
丁
目
三
番
七
号
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｋ

Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ
六
階

ワ
ン
ヘ
ル
ス
投
資
株
式
会
社

代
表
取
締
役

税

亜
兵

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
十
五
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
合
併

公
告
中
、
甲
の
代
表
取
締
役
の
氏
名
「
代
表
取
締
役

左

膳

妥
友
」
と
あ
る
は
「
代
表
取
締
役

宇
田

公
郎
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

福
井
県
越
前
市
家
久
町
第
二
四
号
三
番
地
の
一

（
甲
）
北
陸
リ
ト
レ
ッ
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宇
田

公
郎

福
井
県
越
前
市
家
久
町
三
〇
号
一
一
番
地

（
乙
）
北
陸
バ
ン
ダ
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

三
村

健
二

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
十
六
日
（
号
外
第
八
十
六
号
）
掲
載
の

株
式
会
社
ツ
ア
ー
・
ウ
ェ
ー
ブ
に
係
る
第
二
十
三
期
決
算

公
告
（
枠
組
）
中
、
日
付
に
「令

和
７
年
10月
31日

」
と

あ
る
は
「令

和
６
年
10月
31日

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し

ま
す
。

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

扱

店

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
法

律
第
十
三
号
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

一
〇
八
ペ
ー
ジ
下
段
表
中
下
欄
四
行
目
と
五
行
目
及
び

一
五
行
目
と
一
六
行
目
の
行
間
を
つ
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
政

令
第
百
二
十
一
号
（
法
人
税
法
施
行
令
及
び
法
人
税
法
施

行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
）令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

法
務
省
令
第
十
三
号
（
矯
正
管
区
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

七
九
ペ
ー
ジ
終
り
か
ら
一
八
行
目
か
ら
一
六
行
目
ま
で

を
削
除
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
六
十
八
号
）
公
布

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号
（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
）



Rectangle

Rectangle

FreeText
 本紙：令和7年4月23日より引用しております


